
分別・リサイクルの推進

環境に配慮した適正処理と効率的な事業の推進

主な取組

２-(１)  家庭系ごみ対策

●資源集団回収活動の活性化やコミュニティ回収の拡大等によるリサイクルの促進

●地域・事業者との連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステムによる資源循環の推進

●古紙・衣類の持ち去り行為根絶の取組　など

●特定建築物の所有者・管理者に対する減量指導と表彰の実施

●事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進
　（焼却工場における展開検査や排出実態調査に基づく事業所への啓発・指導）

●特区民泊事業所及び住宅宿泊事業所の廃棄物状況確認　など

３-(３)  ３Ｒや適正処理の推進に係る検討

●各種施策の効果検証と経済的手法を用いた減量施策の導入についての検討　など

２-(２)  事業系ごみ対策

主な取組

３-(１)  環境に配慮した適正処理の推進

●焼却するごみの減量や収集車両へのエコカーの使用等による、温室効果ガス排出量の削減　など

３-(４)  国際協力の推進

●アジア諸都市等の３Rと適正処理を支援するための都市間協力の推進　など

●家庭系ごみ収集輸送業務の民間委託拡大や環境事業センター配置の適正化（統廃合）

●継続的で円滑な廃棄物処理事業を担保するための運営手法の検討　　など

３-(２)  ごみ処理事業の一層の効率化と安全かつ安定した体制の整備

基本方針 2

基本方針 3

　ごみの分別を徹底し、リサイクルを推進するため、ごみの分別排出を実践していただく
市民・事業者の皆さんとの連携・コミュニケーションの活性化に努めて取組を進めます。
　また、推進手法の一つとして、コミュニティビジネスの要素も取り入れ、自律的な地域運営
や活力ある地域社会づくりにも貢献します。

　ごみ処理の過程において、温室効果ガス排出量の削減など環境負荷の低減を図ります。
　大規模災害時の対応も含め、より安全かつ安定した処理体制を整備するとともに、一層の
コスト削減と効率化をめざしたごみ処理事業体制の整備を図ります。
　国際協力を推進し、海洋ごみなど、地球規模のごみ問題の解決に取り組みます。
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